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【開催告知】新春書き初め大会2026

～みんなの力が政治を動かす～
自賠責保険・自動車安全特別会計の未返却分約５,７４１億円、一括返済へ！

1【干支（午）】、【HINOウェイ】、
　【今年の抱負】、【仲間】に関する
　毛筆･毛筆画作品
※鉛筆･絵具･写真作品は、NGとなります。

2対象者：組合員とそのご家族

1食堂での参加
2支部事務所への持ち込み
3メールで所属支部へ送付

1の開催場所・日
時などの詳細は、
各支部が発行して
いるポスターを確
認するか、各支部
（下記）へお問い合
わせください。

従業員のモチベーションアップとコミュニケーションの活性化を目的に、労働組合・ネクストリーダー主催の
「新春書き初め大会2026」を開催いたします。
会場開催・作品持ち込み・メールでの応募と、さまざまな形式でご参加いただけますので、ご家族と一緒に多くの
方のご参加・ご応募をお待ちしております！

国土交通省と財務省は、自賠責保険・自動車
安全特別会計の未返却分である約5,741億円
を一括返済することを正式に決定しました。
交通事故被害者を支援するために自動車ユー
ザーが積み上げた保険料が、国の財政上の理
由で1994年に「自動車安全特別会計」から
「一般会計」に繰り入れられた総額は約1兆
1,200億円で、現行ペースでは完済まで約80
年を要する見込みでしたが、制度の信頼性確
保と自動車ユーザー負担軽減のため、一括返
済が実現します。自動車総連では、国交省の
検討会や金融庁の自賠責審議会において、長
年にわたり粘り強く早期返却を求めてきまし
た。今回の決定は私たちの活動が実を結んだ
結果です！

・自動車総連の会
長として、「自
動車損害賠償保
障制度を考える
会」の「呼びか
け人」に名前を
連ねる。

・国交省の「被害者保護増進等事
業検討会」や、金融庁の「自賠
責審議会」の場で、長年にわた
り粘り強く早期返却を提言。

・「自動車損害賠償保障制度を考える会」と
意見交換した上で被害者の生声を代弁。
・国会の場で一貫して早期繰り戻しを訴え！

＜3メールで送付する場合＞
1作品を撮影
2データファイル名に職番・名前を明記
　例：『職番123456 名前 組合一郎・史郎(子).jpg』
　（ご家族の応募時はご家族の名前も記載）　　
3所属する支部にメールを送付
　件名：『書初め大会応募』
　メール記載内容：＊職番　123456
　　　　　　　　＊お名前 組合 一郎 史郎（子）
　　　　　　　　＊所属職場 〇〇部
　　　　　　　　＊HP掲載 OK・NG・無記名希望

募集内容

組合役員、ネクストリーダーによる投票

審　　査

組合ホームページおよび
季刊誌「わだち」に掲載

発　　表

参加、応募方法（下記1～3のいずれか）

金子会長 いそざき 哲史
参議院議員

はまぐち 誠
参議院議員

自動車総連の取り組み 組織内議員の取り組み

歴史的瞬間



12月5日（金）に一時金が支給されました。
一時金支給明細の《労金関係》の費目で天引きをされて
いるものは、各人の普通預金口座に入金後、指定の約定
日に口座から振替されます。
天引きの内訳がローン返済やエース預金積立の方は、

ようご注意ください。ローンのご返済が１日でも遅延した
場合は、延滞利息がかかります。

1月２8日（水）まで天引き相当額を残す

お金を引き出さないでください！！

12月5日
（一時金支給日）

1月28日

～ご不明な点は、下記中央ろうきん各支店までお問い合わせください～
〈中央ろうきん〉
　八王子支店　TEL.042-642-4141　　古河支店　TEL.0280-33-2400
　西多摩支店　TEL.042-555-1311　　太田支店　TEL.0276-46-5171

本社・日野支部
古河支部
羽村支部
新田支部

窓口日
毎月  第1金曜日

予約制
毎月  第4金曜日
毎月  第3金曜日

時　間
11:00～13:00

－
10:40～12:40
10:40～13:00

場　所
労働組合本部会館2階

支部窓口
支部窓口

12月 開催日
開催済

12月26日
12月19日

※1 古河支部については、諸事情により当面の間、定期的な相談窓口の開催は、中止とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、相談をご希望の方は表中の連絡先までお問い合わせください。

※2 新田支部については、1月は第4金曜日となります。

1月 開催日
1月9日

1月23日
1月23日※2

※1

家族、家、家財、車の保障
見直してみませんか？

お気軽に相談窓口にお越しください。

070－1056－4224（こくみん共済coop佐藤さん直通）

（ 2）

【回答期限・本日12月12日（金）まで】

デイ
ｅパスポート

アフタヌーン
ｅパスポート

中央ろうきんでのローン契約者、かつ給与天引きを行っている方、
必ずご回答ください！！

ご購入は
こちらから


